
東大阪市営旧上小阪東住宅建替事業に関する特定事業契約を締結したので、民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１

５条第３項の規定に基づき、その内容を公表する。

令和４年３月２８日

東大阪市長  野 田 義 和

１．公共施設等の名称

  （仮称）東大阪市営新上小阪東住宅

２．公共施設等の立地

  東大阪市新上小阪 424 番 3 

３．選定事業者の商号又は名称

・東レ建設株式会社

 大阪府大阪市北区中之島三丁目３番３号 中之島三井ビルディング

・株式会社市浦ハウジング＆プランニング大阪支店

大阪府大阪市北区西天満一丁目７番２０号 JIN・ORIX ビルディング

・東レ建設株式会社一級建築士事務所

滋賀県大津市別保二丁目９番５０号

・中林建設株式会社東大阪営業所

大阪府東大阪市長田東二丁目１番３３号



  ・大勝建設株式会社東大阪営業所

大阪府東大阪市長瀬町一丁目８番１０号

  ・東洋コミュニティサービス株式会社

   大阪府大阪市北区中之島三丁目３番３号 中之島三井ビルディング

４．公共施設等の整備等の内容

(仮称)新上小阪東住宅等整備業務

入居者移転支援業務

５．契約期間

  令和４年３月２８日から令和７年９月３０日まで

６．契約金額

  金３，９１６，０００，０００円 

（うち消費税及び地方消費税の額 金３５６，０００，０００円）） 

７．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の特定事業契約書の条

項のとおりである。

（不可抗力）

第５５条 市又は事業者グループは、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づ

く自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合は、その内容の詳細を

記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知（以下本条及び次条において「履行不能



通知」という。）し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るも

のとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知（以下本条にお

いて「履行不能確認通知」という。）するものとする。

２ 前項において、その相手方から履行不能確認通知を受けた市又は事業者グループは、

当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当

該義務に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、不可抗力により相手方

に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。

（不可抗力による損害等）

第５６条 市及び事業者グループは、前条の規定による履行不能通知を受けた場合は、当

該不可抗力に対応するため、相手方と協議の上、直ちに(仮称)新上小阪東住宅等の設計、本

件工事、入居者移転支援業務、(仮称)新上小阪東住宅等の所有権移転・引渡し日及び本事業

に係る対価等の必要事項について、本契約の変更を行う。

２ 本契約の締結後、不可抗力により、本事業のうち市営住宅整備業務に関し、市、事業

者グループ又は第三者に生じた合理的な追加費用又は損害（以下本項においてこれらをあ

わせて「損害等」という。）については、事業者グループは、損害等のうち、住宅等整備費

の１％に至る金額までを負担し、これを超える金額については市が負担する。ただし、不

可抗力に関して保険金が事業者グループに支払われた場合には、当該保険金額相当額のう

ち住宅等整備費の１％を超える部分は市の負担部分から控除する。

３ 本契約の締結後、不可抗力により、本事業のうち入居者移転支援業務に関し、市、事

業者グループ又は第三者に生じた合理的な損害等については、事業者グループは、損害等

のうち、入居者移転支援費の１％に至る金額までを負担し、これを超える金額については

市が負担する。ただし、不可抗力に関して保険金が事業者グループに支払われた場合には、

当該保険金額相当額のうち入居者移転支援費の１％を超える部分は市の負担部分から控除



する。

（不可抗力による解除）

第５７条 本契約の締結後、不可抗力により市営住宅整備業務又は入居者移転支援業務の

継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合は、市は、事業者グル

ープと協議を行った上で、かかる協議が調わない場合には、事業者グループに対して通知

を行うことにより、本契約を解除することができる。ただし、市営住宅整備業務について

当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及

ぼさないものとする。

２ 前項により本契約が解除された場合は、入居者移転支援業務について、市は、事業者

グループがすでに履行した入居者移転支援業務の債務に相当する対価を支払うものとす

る。支払うべき対価の支払方法及び仕掛かり中の当該業務の継続の是非、対応等について

は、市と事業者グループとが協議して定める。

３ 第１項により本契約が解除された場合において、市営住宅整備業務で第 50 条（所有権

移転・引渡し）による所有権移転・引渡しが完了していないものについては、市は、事業

者グループがすでに履行した市営住宅整備業務に相当する対価（建設中の(仮称)新上小阪東

住宅等の出来形に相当する部分及び入居者移転支援業務の履行済みに相当する部分）を支

払うものとし、その余の対価の支払いは免れるものとする。また、この場合は、当該出来

形の所有権の移転その他契約解除に際しての措置については第 66 条（契約解除に伴う損害

賠償）の定めによるものとする。ただし、事業者グループが不可抗力に起因して当該出来

形に関して保険金を受領する場合には、市は当該保険金額を控除した金額を事業者グルー

プに支払えば足りるものとする。

（市による契約解除）



第６３条 市は、事業者グループ又はその構成企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に

該当するときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただ

し、市営住宅整備業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当

該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする（この場合でも、第 66 条（契約解除に

伴う損害賠償）は適用される）。

(1) 事業者グループ又はその構成企業の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能

となったとき。

(2) 事業者グループ又はその構成企業の責めに帰すべき事由により、(仮称)新上小阪東住宅

等の所有権移転・引渡し予定日より３か月以内に(仮称)新上小阪東住宅等が完成しないとき

又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 事業者グループ又はその構成企業の責めに帰すべき事由により、本件工事が 30 日以上

中断されたとき又は事業を放棄したと認められるとき。

(4) その他、入札説明書に規定する「入札参加者の備えるべき参加資格要件」を満たさな

くなったとき。

２ 市は、事業者グループ又はその構成企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当す

るときは、事業者グループに対し、30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本契約の

全部又は一部を解除することができる。ただし、市営住宅整備業務について当該業務の全

部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないもの

とする（この場合でも、第 66 条（契約解除に伴う損害賠償）は適用される）。

(1) 設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、30 日以

上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について市が満足すべき合理的な説明がなさ

れないとき。

(2) 市の事前の承諾なく、建替事業用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき又

は建替事業用地の形質を変更したとき。



(3) 前２号に掲げる事由のほか、本契約又は本契約に基づく合意事項のいずれかに違反し、

その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

３ 市は、本事業を落札した事業者グループの構成企業が、本契約に関し、次の各号に掲

げるいずれかの事由に該当した場合は、本契約を解除することができる。ただし、市営住

宅整備業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関

する契約に影響を及ぼさないものとする（この場合でも、第 66 条（契約解除に伴う損害賠

償）は適用される）。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独

占禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。

(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは同条第２項（同法第８条の２第２項及び同法第 20 条

第２項において準用する場合を含む。）､同法第８条の２第１項若しくは同条第３項､同法第

17 条の２第１項若しくは第２項又は同法第 20 条第１項の規定による排除措置命令を受け

たとき。

(3) 独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用す

る場合を含む。）、同法第７条の９第 1 項若しくは第２項、又は第 20 条の２から６のいずれ

かの規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、又は同法第

７条の２第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第７条の４第１項の規定

により納付命令を受けなかったとき（同法第７条の２第１項及び同法第 8 条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）。

(4) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第

89 条第１項第１号若しくは同条第２項（ただし、同条第１項第１号に係るものに限る。）の

規定による罪の容疑により刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 247 条の規定に基づく

公訴を提起されたとき（事業者グループの構成企業の役員又はその使用人が当該公訴を提

起されたときを含む。）。



(5) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項第２号に該当すると

認められたとき。

４ 市は、事業者グループの構成企業が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場

合は、本契約を解除することができる。ただし、市営住宅整備業務について当該業務の全

部が終了している場合は、解除の効力は当該業務にする契約に影響を及ぼさないものとす

る（この場合でも、第 66 条（契約解除に伴う損害賠償）は適用される）。

(1) 役員等（事業者グループの構成企業の役員又はその支店若しくは営業所（常時工事の

請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下本条において同じ。）又は

経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると

認められるとき。

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益

を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

したと認められるとき。

(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請け契約又は資材､原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第１

号から第５号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認

められるとき。



５ 本条による解除がなされた場合において、既に市に提出されていた(仮称)新上小阪東住

宅等の設計図書及び完成図書その他本契約に関して市の要求に基づき作成された一切の書

類について、市は、市の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これについて事業

者グループは、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が、事業者グルー

プないしは事業者グループの構成企業が特許権を保有する工法を採用しないと実現できな

い場合にあっては、事業者グループは当該企業から、市が設計図書の内容を実現する限り

において当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。

６ 市は、事業者グループに本条の解除原因が認められる場合又はその恐れが生じた場合

は、本事業の目的が実質的に達成できるように、本条の解除原因が生じていない事業者グ

ループの構成企業と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることが

できる。なお、本条の解除原因が生じていない事業者グループの構成企業からかかる協議

の求めがあった場合は、市は 30日を上限として当該協議に応じるものとし、当該期間にお

いては市は本契約を解除しないものとするが、当該期間における履行遅滞等の責任につい

て事業者グループはその責任を免れるものではなく、第３条（事業遂行の指針）第２項に

基づき各構成企業は連帯してその責めを負う。

７ 市は、前項に定める合理的な措置として、業務の履行の確保が困難となった構成企業

（ただし、代表企業を除く。）に代わり、入札説明書に規定する構成企業となるべき要件を

満たす新たな企業を事業者グループの構成企業として追加することを求めることができ

る。事業者グループは、新たな企業が、入札説明書に規定する構成企業となるべき要件を

満たすことを証する書類を添付した書面により、市の承諾を得ることを要する。

８ 本条により市が市営住宅整備業務に係る部分に関する契約を解除した場合は、前各項

において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、市は遡及的に住宅等整備費の

支払い義務を免れる。ただし、履行済みの入居者移転支援費についてはこの限りではない。

９ 本条により市営住宅整備業務に関する契約部分が解除された場合は、前各項において



解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、事業者グループはその費用と責任にお

いて、原則として、速やかに建替事業用地を市による引渡し時の原状に回復（旧上小阪東

住宅等が解体・撤去されている場合は、旧上小阪東住宅等の原状回復は除く。）して市に返

還しなければならない。また、併せて事業者グループは市に対して解除の対象となった業

務について既に市から受領した対価がある場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律における遅延利息の率により算定した利息を付して（１年を 365日として日割り計算）

直ちに市に返還するものとする。

10 前項にかかわらず、市が解除後、建設中の(仮称)新上小阪東住宅等の出来形の譲り受け

を求めることができる。

11 前項の市が譲り受けを求めた場合には、事業者グループは、当該出来形を現状のまま、

市に引渡し、その時点で当該出来形の所有権は市に移転するものとする。

12 前項において、市は、その出来形に相当する金額を事業者グループに対して支払うも

のとし、当該支払方法については、事業者グループと協議の上、市が決定するものとする

が、別紙６に準じて解除時以降、代金支払までの間の物価変動による調整を行うものとす

る。

13 前項において、事業者グループは、市に対し、別紙 10に記載する当該出来形の完成図

書を提出しなければならない。また、市は、必要があると認められるときは、その理由を

事業者グループに通知して、出来形を最小限破壊して、又は非破壊にて検査することがで

きるものとする。

14 事業者グループは、本条により本契約が解除された場合は、建替事業用地に事業者グ

ループが所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第 26条（第三者の使用）

の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。）があるときは、

当該物件の処置について市の指示に従わなければならない。

15 前項において、事業者グループが正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置に



ついて市の指示に従わないときは、市は、事業者グループに代わって当該物件を処分し、

建替事業用地を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。事業者グル

ープは、市の処置について異議を申し立てることができない。また、市の処置に要した費

用を負担しなければならない。

（事業者グループによる契約解除）

第６４条 事業者グループは、市が市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく市の債

務を履行しない場合で、かつ、市が事業者グループによる通知の後 30日以内に当該債務不

履行を是正しない場合は、事業者グループは、本契約の全部又は一部を解除することがで

きる。

（契約解除に際しての措置）

第６５条 第 62 条（市による任意解除）又は第 64 条（事業者グループによる契約解除）

の規定に基づき契約が解除された場合は、市は、事業者グループがすでに履行した債務に

相当する対価（出来形に相当する分を含む。）を支払うものとし、それ以外の対価の支払い

は免れるものとする。ただし、事業者グループは市に対して第 66条（契約解除に伴う損害

賠償）第３項による損害賠償請求を行うことを妨げない。

２ 前項の解除がなされた場合において、事業者グループは、市に建設中の出来形の引き

取りを請求し、事業者グループは建設中の(仮称)新上小阪東住宅等の出来形を市に引き渡

し、その時点で当該出来形の所有権は市に移転するものとする。

３ 第１項の対価全額の支払いを受けた場合は、事業者グループは、市に対し、別紙 10に

記載する当該出来形の完成図書を提出しなければならない。また、市は、必要があると認

められるときは、その理由を事業者グループに通知して、出来形を最小限破壊して又は非

破壊にて検査することができるものとする。



４ 事業者グループは、第 62 条（市による任意解除）又は第 64 条（事業者グループによ

る契約解除）の規定に基づき本契約が解除された場合、建替事業用地に事業者グループが

所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第 26条（第三者の使用）の規定

に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。）があるときは、当該

物件を速やかに撤去するものとする。

８．契約終了時の措置に関する事項

契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。

（契約解除に伴う損害賠償）

第６６条 事業者グループは、第 63条（市による契約解除）の規定に基づき本契約が解除

された場合は、契約金額の 10％に相当する違約金を支払うものとする。ただし、市が被っ

た損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市はかかる超過額について別途事業者グル

ープに損害賠償請求を行うことができる。

２ 第 63 条（市による契約解除）による契約の解除の場合において、建設中の(仮称)新上

小阪東住宅等の出来形評価額（出来形自体が有する価値の評価額をいう。）が出来形相当額

（住宅等整備費から解体撤去費用を除いた部分のうち、(仮称)新上小阪東住宅等の完成度合

に応じた額をいう。）を下回っている場合には、当該差額は市の損害の一部を構成し、前項

に規定する損害賠償請求の対象になるものとする。

３ 第 62 条（市による任意解除）又は第 64 条（事業者グループによる契約解除）による

契約の解除の場合は、市は事業者グループが被った損害について、合理的な範囲で負担す

る。

４ 事業者グループは、第 63条（市による契約解除）の規定に基づき本契約が解除されな



い場合であっても、事業者グループがその債務の履行を拒否し、又は事業者グループの責

めに帰すべき事由によって事業者グループの債務について履行不能となった場合には、第

１項に準じて違約金の支払及び損害賠償の責めを負うものとし、市は、第 68条（契約保証

金等）の規定により納付された契約保証金又はこれに代わる担保をもって、違約金等に充

当することができるものとする。

５ 事業者グループの構成企業のいずれかについて破産手続開始の決定があった場合にお

ける破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定により選任された破産管財人、更生手続開始

の決定があった場合における会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定により選任され

た管財人、再生手続開始の決定があった場合における民事再生法（平成 11年法律第 225号）

の規定により選任された管財人や再生債務者が本契約を解除した場合については、第１項

による契約解除がなされたものとみなして第 1項及び第 2項を準用する。

（終了手続きの費用負担）

第６７条 本事業の終了に際し、本事業の終了に伴い発生する諸費用、事業者グループの

清算手続きに伴う評価損等については，本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業

者グループがこれを負担する。


